
一
頁 

 ○
総
務
省
告
示
第
二
百
八
十
七
号 

 

端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六
年
総
務
省
令
第
十
五
号
）
別
表
第
一
号
二
の
規
定

に
基
づ
き
、
平
成
十
六
年
総
務
省
告
示
第
九
十
九
号
（
端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
試
験
方
法
を
定

め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
九
月
二
十
九
日 

総
務
大
臣 

武
田 

良
太 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
（
下
線
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順

次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



二
頁 
 

 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
第
一 
測
定
条
件
（
一
般
） 

一 
試
験
を
行
う
室
内
の
温
湿
度
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｚ
八
七
〇
三
号
に
よ
る
室
温
摂
氏
五
度
か
ら

摂
氏
三
五
度
ま
で
の
範
囲
内
、
常
湿
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
（
相
対
湿
度
）
の
範
囲

内
と
す
る
。
た
だ
し
、
被
検
機
器
の
取
扱
説
明
書
に
こ
れ
以
外
の
定
常
動
作
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合

は
、
こ
れ
に
よ
る
。 

［
二
～
四 

略
］ 

第
八 

無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
九
、
第
四
十
九
条
の
六
の
十
、
第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
又
は
第
四

十
九
条
の
六
の
十
三
に
規
定
す
る
方
式
の
無
線
設
備
を
使
用
す
る
端
末
機
器
の
試
験
方
法
は
、
別
表
第
七
号
の

と
お
り
と
す
る
。 

第
十
一 

無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
又
は
第
四
十
九
条
の
二
十
九
の
二
に
規
定
す
る
方
式
の
無
線
設

備
を
使
用
す
る
端
末
機
器
の
試
験
方
法
は
、
別
表
第
十
号
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
一 

［
同
上
］ 

一 

試
験
を
行
う
室
内
の
温
湿
度
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｊ
Ｉ
Ｓ 

Ｚ
八
七
〇
三
号
に
よ
る
室
温
摂
氏
五
度
か
ら

摂
氏
三
五
度
ま
で
の
範
囲
内
、
常
湿
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
（
相
対
湿
度
）
の
範
囲

内
と
す
る
。
た
だ
し
、
被
検
機
器
の
取
扱
説
明
書
に
こ
れ
以
外
の
定
常
動
作
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合

は
、
こ
れ
に
よ
る
。 

［
二
～
四 

同
上
］ 

第
八 

無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
九
又
は
第
四
十
九
条
の
六
の
十
に
規
定
す
る
方
式
の
無
線
設
備
を
使

用
す
る
端
末
機
器
の
試
験
方
法
は
、
別
表
第
七
号
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

第
十
一 

無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
九
に
規
定
す
る
方
式
の
無
線
設
備
を
使
用
す
る
端
末
機
器
の
試
験

方
法
は
、
別
表
第
十
号
の
と
お
り
と
す
る
。 

別
表

第
七

号
 

無
線

設
備

規
則
第

四
十
九

条
の

六
の

九
、
第

四
十

九
条

の
六

の
十

、
第

四
十

九
条

の
六

の
十

二
又

は
第

四
十

九
条

の
六
の
十

三
に
規
定

す
る
方

式
の
無
線

設
備
を

使
用

す
る

端
末

機
器

の
試

験
方

法
 

一
 

基
本

的
機

能
 

１
 

回
線

制
御

 

㈠
 

発
信

す
る

機
能
 

⑴
 

測
定

用
機

器
は

、
Ｌ

Ｔ
Ｅ

設
備

（
無

線
設

備
規

則
第

四
十

九
条

の
六

の
九

、
第

四
十

九
条

の
六

の

十
、

第
四

十
九

条
の

六
の

十
二

又
は

第
四

十
九

条
の

六
の

十
三

に
規

定
す

る
方

式
の

無
線

設
備

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

用
シ

ミ
ュ

レ
ー

タ
（

プ
ロ

ト
コ

ル
ア

ナ
ラ

イ
ズ

機
能

を
含

む
。

以
下

同
じ

。
）

と
す

る
。

 

［
⑵

・
⑶

 
略

］
 

［
㈡

・
㈢

 
略

］
 

［
２

 
略

］
 

［
二

～
十

二
 

略
］

 

別
表

第
十

号
 

無
線

設
備

規
則
第
四

十
九
条

の
二
十
九

又
は
第

四
十

九
条

の
二

十
九

の
二

に
規

定
す

る
方

式
の

無

線
設

備
を

使
用

す
る
端
末

機
器
の
試

験
方
法

 

一
 

基
本

的
機

能
（
発
信

）
 

１
 

測
定

用
機

器
は
、
移

動
通
信
設

備
（
無

線
設
備
規

則
第
四

十
九

条
の

二
十

九
又

は
第

四
十

九
条

の
二

十
九

の
二

に
規

定
す

る
方
式
の

無
線
設
備

を
い
う

。
以
下
同

じ
。

）
用

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

と
す

る
。
 

［
２

・
３

 
略

］
 

［
二

～
十

二
 

略
］
 

別
表

第
七

号
 

無
線

設
備

規
則
第

四
十
九

条
の

六
の

九
、
第

四
十

九
条
の

六
の
十

又
は

第
四

十
九
条

の
六

の
十
二

に
規

定
す

る
方

式
の

無
線

設
備
を
使

用
す
る

端
末
機
器

の
試
験
方

法
 

一
 

［
同

左
］

 

１
 

［
同

左
］

 

㈠
 

［
同

左
］

 

⑴
 

測
定

用
機

器
は

、
Ｌ

Ｔ
Ｅ

設
備

（
無

線
設

備
規

則
第

四
十

九
条

の
六

の
九

又
は

第
四

十
九

条
の

六

の
十

に
規

定
す

る
方

式
の

無
線

設
備

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）

用
シ

ミ
ュ

レ
ー

タ
（

プ
ロ

ト
コ

ル
ア

ナ
ラ

イ
ズ

機
能

を
含
む
。

以
下
同
じ

。
）
と

す
る
。

 

 

［
⑵

・
⑶

 
同

左
］
 

［
㈡

・
㈢

 
同

左
］

 

［
２

 
同

左
］

 

［
二

～
十

二
 

同
左

］
 

別
表

第
十

号
 

無
線

設
備

規
則
第
四

十
九
条

の
二
十
九

に
規
定
す

る
方
式
の

無
線
設

備
を
使
用

す
る
端
末

機
器
の

試
験

方
法

 

一
 

［
同

左
］

 

１
 

測
定

用
機

器
は

、
移

動
通
信
設

備
（
無

線
設
備
規

則
第
四
十

九
条
の
二

十
九
に

規
定
す
る

方
式
の
無

線
設

備
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
用
シ
ミ

ュ
レ
ー

タ
と
す
る

。
 

［
２

・
３

 
同

左
］

 

［
二

～
十

二
 

同
左

］
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 


